
 

【熊本県】 

日本財団 事業・住宅再建のための金融支援制度（日本財団わがまち基金） 

 

1.住宅再建支援 488,000,000 円（第 1 期）（総額 1,500,000,000 円予定） 

地震により住まいを失ったもしくは住むことができなくなった被災者が、住宅の再建・購入

等に必要となる資金の借り入れをする際の負担を軽減する支援制度等 

（１）住宅再建金融支援制度の構築と実施（2 億円） 

対象者：熊本地震の被災者（罹災証明（半壊以上）受領者） 

対象となる借入：熊本県内にて主たる住居を建設・購入する際に必要とする資金 

支援内容：借入によって生じる利息の無利子化（利子補給上限 100 万円） 

支援件数：第 1 期事業として、約 200 戸程度を想定。 

（２）仮設住宅団地におけるコミュニティスペースの建設等（2.8 億円） 

・20 戸未満の小規模仮設住宅団地を対象とした談話室等を備えたコミュニティ施設 

（みんなの家）（30 ㎡程度）の建設（約 40 箇所） 

・仮設住宅団地におけるコミュニティ構築のための住環境整備事業（約 90 団地） 

 

２.事業再建支援 500,000,000 円（第 1 期）（総額 1,500,000,000 円予定） 

熊本地震に関する熊本県の支援制度との連動により、被災した事業者が、事業の再開や再建

等に必要となる資金の借り入れをする際の負担を軽減する支援制度 

対象者：熊本地震の被災事業者（罹災証明受領者等） 

対象となる借入：熊本県内で行う事業に必要とする資金 

支援内容：熊本県の災害支援融資制度（金融円滑化特別資金）の借入に必要となる信 

用保証料負担の無料化 

支援効果：災害支援融資制度の借入額約 1,200 億円の当該年度の信用保証料相当分 

（支援想定件数約 6,000 件（1 件あたりの借入額約 2 千万円で算出）） 

 


